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第 ６ 期 決 算 公 告 
2025 年６月 27 日 

 

 

貸借対照表（2025 年３月 31 日現在） 

        （単位：百万円）  

2,445

未 払 費 用 827

2,550

1,913

25,239

未 決 済 為 替 借 45

25,239

未 払 法 人 税 等

23,701

有 価 証 券 2,550

そ の 他 の 預 金 400買 入 金 銭 債 権 3

貯 蓄 預 金

貸 出 金

預 け 金 7,327 普 通 預 金

国 債

債券貸借取引支払保証金 4,295

9,483

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

現 金 預 け 金 7,327 預 金 33,585

そ の 他 資 産

そ の 他 負 債

2

1,982

2

前 払 費 用 127

未 収 収 益 317

1,019

未 収 金

そ の 他 の 負 債

株 式 給 付 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

20

当 座 貸 越

5,694

資 本 剰 余 金 5,694

負 債 の 部 合 計 35,505

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

△5,463

資 本 準 備 金 5,694

純 資 産 の 部 合 計 5,446

△1,443

利 益 剰 余 金 △5,463

17

479

そ の 他 利 益 剰 余 金

40,951

その他有価証券評価差額金 △479

繰 越 利 益 剰 余 金 △5,463

株 主 資 本 合 計 5,925

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △479

資 産 の 部 合 計 40,951 負債及び純資産の部合計

貸 倒 引 当 金

有 形 固 定 資 産

その他の有形固定資産

そ の 他 の 資 産

54

建 物 37

18

繰 延 税 金 資 産

 

福岡市中央区西中洲６番 27 号 

株式会社  みんなの銀行 

 取締役頭取 永 吉 健 一 
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損益計算書 

（単位：百万円）

科 目 金 額

経 常 収 益 3,484

資 金 運 用 収 益 2,384

貸 出 金 利 息 2,329

有 価 証 券 利 息 配 当 金 14

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 3

そ の 他 の 受 入 利 息 37

役 務 取 引 等 収 益 1,093

受 入 為 替 手 数 料 309

そ の 他 の 役 務 収 益 784

そ の 他 業 務 収 益 －

6

そ の 他 経 常 収 益 6

そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用 10,795

資 金 調 達 費 用 168

預 金 利 息 166

コ ー ル マ ネ ー 利 息 0

そ の 他 の 支 払 利 息 1

役 務 取 引 等 費 用 1,395

支 払 為 替 手 数 料 492

そ の 他 の 役 務 費 用 902

そ の 他 業 務 費 用 －

そ の 他 の 経 常 費 用 223

経 常 損 失

営 業 経 費 7,753

そ の 他 経 常 費 用 1,477

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,254

7,310

特 別 利 益 －

－特 別 損 失

法 人 税 等 合 計 △1,846

当 期 純 損 失 5,463

税 引 前 当 期 純 損 失 7,310

法 人 税 、 住 民 税及 び事 業税 △1,796

法 人 税 等 調 整 額 △50

(          ) 2024年４月１日から 
2025年３月31日まで 
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法によ

り算定）により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産（リース資産を除く） 

建物については、定額法、その他の有形固定資産については、定率法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～38 年 

その他  ４年～15 年 

３．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」とい

う。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に

係る債権については、帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見

込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）

に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見

込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を

計上しております。 

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想

損失額を見込んで計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

(2) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。 

(3) 株式給付引当金 

株式給付引当金は、取締役等への株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、当

事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。 

  ４．グループ通算制度の適用 

当行は、グループ通算制度を適用しております。 

 

会計方針の変更 
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用） 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27 号 2022 年 10 月 28

日）等を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該適用による計算書類に与える影

響はありません。 
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注記事項 
（貸借対照表関係） 

１．現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という

方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で（再）担保に差し入れている有価証券は 4,284

百万円であります。  

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであり

ます。なお、債権は、貸出金であります。  

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 1,104 百万円 

危険債権額 253 百万円 

三月以上延滞債権額 － 百万円 

貸出条件緩和債権額 － 百万円 

合計額 1,358 百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の

申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権で

あります。  

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化

し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。  

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している

貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出

金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないも

のであります。  

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．担保に供している資産は、為替決済の取引の担保として、差し入れております有価証券 2,550

百万円であります。 

  また、その他の資産には保証金 16 百万円が含まれております。 

４．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出

を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸

し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、5,546 百万円

であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なも

の）が 5,546 百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高

そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。こ

れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当

行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が

付けられております。また、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等

を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

５．有形固定資産の減価償却累計額   19 百万円 

６．関係会社に対する金銭債権総額 1,802 百万円 

７．銀行法施行規則第 19 条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準） 

                                        26.10％ 
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（損益計算書関係） 

１.「その他の経常収益」には、デビット業務にかかる支援金５百万円を含んでおります。 

２.「その他の経常費用」には、債権売却損 211 百万円を含んでおります。 

３．関連当事者との取引 

(1) 親会社 

                                 （単位：百万円） 

種類 会社等の名称 
議決権等
の所有（被
所有）割合 

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社 

株式会社ふく
おかフィナン
シャルグルー

プ 

被所有 
直接 100% 

経営管理等
役員の兼任 

グループ通算 1,802 未収金 1,802 

出向負担金 48 未払金 － 

募集株式の発行 9,000 － － 

（注１）出向負担金の支払については、業務割合に応じて合理的に算出された金額により 

   決定しております。 

（注２）募集株式を 1 株につき 10 千円で発行しております。 

 

 

(2) 子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

 

(3) 兄弟会社 

                                 （単位：百万円） 

種類 会社等の名称 
議決権等の
所有（被所
有）割合 

関連当事
者との関

係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社の 
子会社 

株式会社 
福岡銀行 

― 
債券貸借 

関係 

債券貸借取引に伴
う担保金の差入 

4,295 
債券貸借
取引支払
保証金 

4,295 

債券貸借取引受取
利息 

3 未収収益 3 

債券の品借料 1 未払費用 0 

ゼロバン
ク・デザイ
ンファクト
リー株式会
社 

― 
業 務 委 託
関 係 役 員
の兼任 

システム・マニュ
アル利用料の支払 

1,583 ― ― 

iBank マー
ケティング
株式会社 

― 
営業取引

関係 
広告仲介 1,423 未払費用 220 

 

（注１）債券貸借取引及び広告仲介取引は、一般の取引と同様の条件で行っております。 

（注２）システム・マニュアル利用料の支払については、ユーザー数等に応じて合理的に 

算出された金額により決定しております。 

 

(4) 役員 

関連当事者との取引について記載すべき重要な情報はありません。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     （単位：千株） 

  
当事業年度期首 
株 式 数 

当事業年度増加
株 式 数 

当事業年度減少
株 式 数 

当 事 業 年 度 末 
株 式 数 摘 要 

 発 行 済 株 式      

  普 通 株 式 1,650 900 ― 2,550 （＊） 

 合 計 1,650 900 ― 2,550  

 自 己 株 式      

  普 通 株 式 ― ― ― ―  

 合 計 ― ― ― ―  

  （＊）発行済株式の増加は、全て株主割当増資（新株発行）によるものであります。 

 

２．配当に関する事項 

該当ございません。 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

    当行の資金運用手段は主として、お客様への貸出金、コールローン及び債券等であります。

また、資金調達手段は主としてお客様からお預かりする預金、コールマネー等であります。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行が保有する金融商品の内容及びそのリスクは、主として以下のとおりであります。 

 

（貸出金） 

主に国内の個人のお客様に対する貸出金であり、貸出先の財務状況の悪化等により、資

産の価値が減少ないし消失し損失を被る信用リスクに晒されております。 

 

（有価証券） 

主に債券であり、発行体の信用リスク、金利リスク及び一定の環境の下で売却が困難に

なるなどの流動性リスク（市場流動性リスク）に晒されております。 

 

（預金） 

主に法人及び個人のお客様からお預かりする普通預金、貯蓄預金等の要求払預金であ

り、予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる等の流動性リスク（資金

繰りリスク）に晒されております。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①   信用リスクの管理 

信用リスクは当行が保有する主要なリスクであり、資産の健全性を維持しつつ適正な

収益を確保するうえで、適切な管理を行うことは銀行経営における最も重要な課題の一

つとなっております。 

当行の取締役会は、信用リスク管理の基本方針を定めた「信用リスク管理方針」及び

基本方針に基づき与信業務を適切に運営するための基本的な考え方や判断・行動の基準

を明記した「与信の基本方針（クレジット・ポリシー）」を制定し、信用リスクを適切に

管理しております。また、個別債務者やポートフォリオ等の信用リスク量を算定し、自

己資本との比較、信用リスク管理手法への活用等を行い、信用リスクを合理的かつ定量

的に把握しております。 

信用リスク管理にかかる組織は、信用リスク管理部門及び内部監査部門で明確に分離

しております。さらに信用リスク管理部門には、審査部門、与信管理部門、格付運用部

門、問題債権管理部門を設置しており、信用リスク管理の実効性を確保しております。

与信管理部門は、信用リスクに関するアクションプランを定めた「リスク管理プログラ

ム」に則り、信用リスク管理態勢の整備・確立に努めております。内部監査部門は、信

用リスクの管理状況の適切性を監査しております。 

また、与信管理部門は、信用リスク及び信用リスク管理の状況について定期的に又は

必要に応じて適時・適切に取締役会やＡＬＭ委員会等へ報告しております。 

 

② 市場リスクの管理 

金利リスク等のリスク・テイクの内容次第では、市場リスク・ファクターの変動によ

って収益力や財務内容の健全性に重大な影響を及ぼすことになります。 

当行の取締役会は、市場リスク管理の基本方針を定めた「市場リスク管理方針」及び

具体的管理方法を定めた管理規則を制定し、市場リスクを適切に管理しております。 

リスク限度枠等については、株式会社ふくおかフィナンシャルグループから配賦され

たリスク資本額やその他市場リスク管理に必要な限度枠を設定し、半期に一度、見直し

を行っております。 

市場リスク管理にかかる組織は、市場取引部門（フロント・オフィス）、市場リスク管
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理部門（ミドル・オフィス）、市場事務管理部門（バック・オフィス）及び内部監査部門

で明確に分離しており、相互牽制機能が発揮できる組織体制としております。市場リス

ク管理部門は、市場リスクに関するアクションプランを定めた「リスク管理プログラム」

に則り、市場リスク管理態勢の整備・確立に努めております。内部監査部門は、市場リ

スクの管理状況の適切性を監査しております。 

また、市場リスク管理部門は、市場リスク及び市場リスク管理の状況について定期的

に又は必要に応じて適時・適切に取締役会やＡＬＭ委員会等へ報告しております。 

 

＜市場リスクに係る定量的情報＞ 

金利リスク 

当行において、主要なリスク変数である金利の変動の影響を受ける主たる金融商品は、

「有価証券」のうち債券、「預金」であります。 

当行では、これらの金融資産及び金融負債について、ヒストリカル・シミュレーショ

ン法（保有期間 60 日、信頼区間 99%、観測期間 1,250 日）によってＶａＲを算定してお

り、金利の変動リスク管理にあたっての定量的分析に利用しております。 

2025 年 3 月 31 日現在で当行の金利リスク量（損失額の推計値）は、116 百万円であり

ます。 

当行では、モデルが算出するＶａＲと、ＶａＲ計測時のポートフォリオに基づく仮想

の損益とを比較するバックテスティングを実施しております。 

なお、金融負債の「預金」のうち満期のない「流動性預金」については、金融庁が定

める保守的な前提によりその長期滞留性を考慮した期日を用いて、ＶａＲを算定してお

ります。 

このように、ＶａＲは過去の相場変動をベースに、統計的に算出した一定の発生確率

での金利リスク量を計測する手法であり、過去の相場変動で観測できなかった金利変動

が発生した場合は、リスクを捕捉できない可能性があるため、当行では、必要に応じて、

適時・適切に使用する計測モデル等の見直しを行い、リスクを捕捉する精度を向上させ

ております。 

 

③ 流動性リスクの管理 

当行では、流動性リスクの軽視が経営破綻や、ひいては金融機関全体の連鎖的破綻（シ

ステミック・リスク）の顕在化につながりかねないため、流動性リスクの管理には万全

を期す必要があると考えております。 

当行の取締役会は、流動性リスク管理の基本方針を定めた「流動性リスク管理方針」、

具体的管理方法を定めた管理規則及び流動性危機時の対応方針を定めた規則を制定し、

流動性リスクを適切に管理しております。 

リスク限度枠等については、資金繰りリミットや担保差入限度額等を設定し、半期に

一度、見直しを行っております。 

当行の資金繰りの状況について、状況に応じた管理区分（平常時・懸念時・危機時等）

及び状況に応じた対応方針を定め、資金繰り管理部門が月次で管理区分を判断し、ＡＬ

Ｍ委員会で必要に応じて対応方針を協議する体制としております。 

流動性リスク管理にかかる組織は、日々の資金繰りの管理・運営を行う資金繰り管理

部門、日々の資金繰りの管理・運営等の適切性のモニタリング等を行う流動性リスク管

理部門及び内部監査部門で明確に分離しており、相互牽制機能が発揮できる組織体制と

しております。流動性リスク管理部門は、流動性リスクに関するアクションプランを定

めた「リスク管理プログラム」に則り、流動性リスク管理態勢の整備・確立に努めてお

ります。内部監査部門は、流動性リスクの管理状況の適切性を監査しております。 

また、流動性リスク管理部門は、流動性リスク及び流動性リスク管理の状況について

定期的に又は必要に応じて適時・適切に取締役会やＡＬＭ委員会等へ報告しております。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった

場合、当該価額が異なることもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

2025 年３月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま

す。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、該当ありません。また、短期間で決済され

るため時価が帳簿価額に近似する科目及び「貸借対照表計上額」の重要性が乏しい科目について

は、注記を省略しております。 

    （単位：百万円） 

  
貸借対照表
計上額 

時  価 差  額 
 

 (1) 有価証券    

  その他有価証券 2,550 2,550 － 

 (2) 貸出金 25,239   

   貸倒引当金（＊） △1,443   

   23,795 24,116 320 

 資  産  計 26,346 26,666 320 

 (1) 預金 33,585 33,585 － 

  負  債  計 33,585 33,585 － 

（＊）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

 

 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品  

(単位：百万円) 

区分 
時価 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

その他有価証券     

国債 2,550 ― ― 2,550 

資産計 2,550 ― ― 2,550 

 



 

- 9 - 

 
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

(単位：百万円) 

区分 
時価 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

貸出金 ― ― 24,116 24,116 

資産計 ― ― 24,116 24,116 

預金 ― 33,585 ― 33,585 

負債計 ― 33,585 ― 33,585 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資産 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価

に分類しております。主に株式、国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとし

ても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含

まれます。 

 相場価格が利用できない場合には、個々の取引から発生する将来キャッシュ・フローを見積もり、

市場金利に、内部格付に準じた債務者区分ごとの予想損失率に基づく信用リスク要因等を上乗せし

た利率で割り引いた現在価値を時価としており、レベル３の時価に分類しております。 

 

貸出金 

貸出金については、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等について、回収見込額等

に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額か

ら貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としており、レベル

３の時価に分類しております。 

また、返済期限を設けておらず、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似し

ているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に分類しております。 

 

負債 

預金 

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしており、レ

ベル２の時価に分類しております。 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」について記載しております。 

 

１．売買目的有価証券（2025 年３月 31 日現在） 

  該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券（2025 年３月 31 日現在） 

  該当事項はありません。 

 

 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2025 年３月 31 日現在） 

  該当事項はありません。 
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４．その他有価証券（2025 年３月 31 日現在） 

 

 
 種類 貸借対照表計上額 

（百万円） 
取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円）  

 
貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの 

債券 ― ― ― 

 国債 ― ― ― 

 小計 ― ― ― 

 
貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの 

債券 2,550 3,194 △643 

 国債 2,550 3,194 △643 

 小計 2,550 3,194 △643 

 合計 2,550 3,194 △643 

 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

７．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、

当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する

見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とすると

ともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しておりま

す。 

当事業年度における減損処理額は、該当ありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準におい

て、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。  

 破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落 

 要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落 

 正常先 
時価が取得原価に比べて50％以上下落又は、時価が取
得原価に比べ30％以上50％未満下落したもので市場価
格が一定水準以下で推移等 

なお、破綻先とは、破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質

破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後経営破綻に陥る

可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する

発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の

発行会社であります。 
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（税効果会計関係） 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりでありま

す。 

 繰延税金資産   

 貸倒引当金 444 百万円 

 税務上の繰越欠損金 1,393  

 退職給付引当金 0  

 その他有価証券評価差額金 164  

 その他 117  

 繰延税金資産小計 2,120  

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,393  

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △248  

 評価性引当額小計 △1,641  

 繰延税金資産合計 479  

 繰延税金負債   

 繰延税金負債合計 －  

 繰延税金資産の純額 479  百万円 

 

２．法人税等の法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律（2025 年法律第 13 号）」が 2025 年３月 31 日に成立

したことに伴い、2026 年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税

が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用

する法定実効税率は従来の 30.4％から、2026 年４月１日以後開始する事業年度以降に解消

が見込まれる一時差異等については 31.3％となります。この税率変更により、当事業年度

の繰延税金資産は８百万円増加し、その他有価証券評価差額金は５百万円増加し、法人税

等調整額は２百万円減少しております。 

  

（賃貸等不動産関係） 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報）  

１株当たりの純資産額        2,135 円 93 銭 

１株当たりの当期純損失金額      2,207 円 65 銭 

 

（重要な後発事象） 
                              

 
株主割当による新株式の発行 

                          

 
 当行は、2025 年 5 月 12 日開催の取締役会及び臨時株主総会において、株主割当による新株式の発行を

決議し、2025 年 5 月 19 日に払込が完了しております。 

 

1. 募集株式の種類及び数 

普通株式    600,000 株 

2. 払込金額 

１株につき   10,000 円（総額 6,000,000,000 円） 

3. 増加する資本金及び資本準備金の額 

資本金    １株につき 5,000 円（総額 3,000,000,000 円） 

資本準備金  １株につき 5,000 円（総額 3,000,000,000 円） 

4. 募集方法 

株主割当の方法 

5. 割当先及び割当予定株式数 

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 当行普通株式 600,000 株 
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6. 払込期間 

2025 年 5 月 12 日から 2025 年 5 月 19 日まで 

7. 目的 

株主資本の増強により財務体質を強化するためであります。  
 


